
高知県スマート林業支援事業費補助金交付要綱 新旧対照表
新 旧

高知県スマート林業支援事業費補助金交付要綱

第１条（略）

第２条
県は、高度化された地形及び森林資源の情報並びにＩＣＴ等先端技術を活用したスマート林業を推進するために、先進技
術等の普及、活用できる人材育成、効率的な森林調査等による森林経営管理制度の円滑な運用及び森林の集約化に必要な機
器等の導入を行う林業事業体（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
２ 「削除」

第３条
前条に規定する補助対象事業（以下「補助事業」という。）の補助対象経費、補助率等については、別表第１及び別表第
２に定めるとおりとする。

第４条
補助業者は、別記第１号様式による事業計画書を作成し、知事に提出しなければならない。なお、事業計画の変更又は中止
が生じた場合は、知事と協議をしなければならない。
２ 知事は、前項の規定による補助金の事業計画書の提出があった場合において、その内容を別表第３をもとに審査した上
で、予算の範囲内で優先度の高いものから順に、これを承認するものとする。

第５条（略）

第６条（略）

第７条（略）

第８条（略）

第９条（略）

第10条(略)

第11条(略）

第12条(略）

第13条(略）

第14条(略）

附 則
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
２ この要綱は、令和７年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第
６条、第９条第３項及び第４項、第10条、第11条第２項並びに第13条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則
この要綱は、令和３年10月８日から施行する。

附 則
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は、令和５年４月26日から施行する。

高知県スマート林業支援事業費補助金交付要綱

第１条（略）

第２条
県は、高度化された地形及び森林資源の情報並びにＩＣＴ等先端技術を活用したスマート林業を推進するために、先進技
術等の普及、活用できる人材育成、効率的な森林調査等による森林経営管理制度の円滑な運用及び森林の集約化に必要な機
器等の導入を行う林業事業体（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
２ 国費充当事業については、前項の規定と合わせて、スマート農林水産業の全国展開に向けた導入支援事業費補助金交付
等要綱（令和３年12月21日付け３農産第1876号農林水産事務次官依命通知）（以下、国要綱という。）及びスマート農林
水産業の全国展開に向けた導入支援事業のうちスマート林業の全国展開に向けた導入支援事業実施要領（令和３年12月21
日付け３林整研第162号林野庁長官通知）に基づき、補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

第３条
前条に規定する補助対象事業（以下「補助事業」という。）の補助対象経費、補助率等については、別表第１に定めるとお
りとする。

第４条
補助業者は、別記第１号様式による事業計画書を作成し、知事に提出しなければならない。なお、事業計画の変更又は中止
が生じた場合は、知事と協議をしなければならない。
２ 知事は、前項の規定による補助金の事業計画書の提出があった場合において、その内容を別表第２をもとに審査した上
で、予算の範囲内で優先度の高いものから順に、これを承認するものとする。

第５条（略）

第６条（略）

第７条（略）

第８条（略）

第９条（略）

第10条(略)

第11条(略）

第12条(略）

第13条(略）

第14条(略）

附 則
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
２ この要綱は、令和６年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第６
条、第９条第３項及び第４項、第10条、第11条第２項並びに第13条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則
この要綱は、令和３年10月８日から施行する。

附 則
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は、令和５年４月26日から施行する。



附 則
この要綱は、令和６年５月29日から施行する。

別表第１（第３条関係）

（採択要件等）
１ 補助事業者は、別に定める「森林情報デジタル化推進委託業務」で県が実施する研修会に参加し、活用方法等について
の知識を習得した者が属する事業者に限る。なお、過去３年間に実施（「QGISスタートアップ研修会」等）した同等の研
修会に参加した場合は、この限りでない。
２ 補助事業者は、本事業により導入するスマート林業技術等の普及に努めるものとする。また、行政機関、林業関係者等
がスマート林業技術等の展開を図ることを目的として実施する講習会や研修会等において、本事業により得られた成果の
公開、発表等に積極的に取り組むものとする。

「削除」

「削除」

「削除」

「削除」

「削除」

「削除」
３ 本事業は、買い切り型の機器等の導入が対象であり、サブスクリプション型等といった機器等の使用料及び通信料は補
助対象外とする。また、既存の機器等の更新は、本事業の補助対象外とする。
４ 本事業により導入する機器等の購入先の選定に当たっては、原則として複数の入札者を指名して競争入札（見積書の徴
収による場合を含む）により行うこととする。なお、複数の入札者の指名が困難な場合にあっては、その理由を明らかに
するとともに書面により整理保管すること。
５ 本事業により導入する機器等については、動産総合保険等の保険（盗難補償及び天災等に対する補償を対象とするもの
に限る。）の加入に努めるものとする。また、適切な盗難防止対策を確実に実施することとする。
「削除」

「新設」

別表第１（第３条関係）

（採択要件）
１ 補助事業者は、別に定める「スマート林業支援委託業務」で県が実施する研修会に参加し、活用方法等についての知識を
習得した者が属する事業者に限る。なお、過去３年間に実施（「QGISスタートアップ研修会」等）した同等の研修会に参加
した場合は、この限りでない。
２ 補助事業者は、本事業により導入するスマート林業技術等の普及に務めるものとする。また、行政機関、林業関係者等が
スマート林業技術等の展開を図ることを目的として実施する講習会や研修会等において、本事業により得られた成果の公
開、発表等に積極的に取り組むものとする。
３ 高性能電子計算機は、解析用システムとして森林GIS（QGISを含む。）等により高度化された地形及び森林資源の情報を
処理するために必要な能力を有するものとする。
４ 情報通信端末機は、高度化された地形及び森林資源の情報を基にして現地調査を行うために必要なタブレット等の導入費
用とし、通信料は補助の対象としないものとする。
５ オルソ画像化ソフトは、ドローン及び高性能電子計算機と一体的に導入する場合に限る。ただし、既に所有しているもの
を使用することにより一体的な活用ができる場合は、この限りでない。
６ ドローンは、空中写真の撮影等による森林調査を目的とするもの、かつ、オルソ画像化ソフト等と一体的に活用する場合
に限る。ただし、既に所有しているものを使用することにより一体的な活用ができる場合や、副次的な林業架線の設置等に
利用することを妨げるものではない。
７ 林内測量機器は、GNSS受信機及び地上レーザースキャナー並びに林内測量機器と一体的に用いられる解析用ソフト等
とする。
８ その他は、作業道設計ソフト、空中写真解析ソフト等画像データ及び地形データを活用した効率化ソフトの導入に限る。
９ 本事業は、買い切り型の機器等の導入が対象であり、サブスクリプション型等といった機器等の使用料は補助対象外であ
る。また、既存の機器等の更新は、本事業の補助対象外とする。
10 本事業により導入する機器等の購入先の選定に当たっては、複数の業者から見積もりを提出させること等により、事業費
の低減に向けた取組を行うものとし、一般競争入札に付すこと。ただし、一般競争入札に付すことが困難な場合又は不適切
である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
11 本事業により導入する機器等については、動産総合保険等の保険（盗難補償及び天災等に対する補償を対象とするものに
限る。）の加入に努めるものとする。また、適切な盗難防止対策を確実に実施することとする。
12 国費充当事業における補助率の適用については、国要綱の取扱いによるものとする。



別表第２（第３条関係） 「新設」



別表第３（第４条関係）

（注）「削除」

別表第２（第４条関係）

（注） 国費事業の場合は、スマート農林水産業の全国展開に向けた導入支援事業のうちスマート林業の全国展開に向けた導
入支援事業実施要領第４に定める別表５に基づき、予算の範囲内で優先度の高いものから順に、これを承認するものとする。



別記
第１号様式（第４条関係）

（注） 「削除」

別記
第１号様式（第４条関係）









「削除」 別記



別紙１ 別紙１







別紙２ 別紙２



別紙３(略)

別紙４(略）

第３号様式（第５条関係）

別紙３(略)

別紙４(略）

第３号様式（第５条関係）



第４号様式（第７条関係） 第４号様式（第７条関係）



第５号様式（第８条関係）

第６号様式（第９条第1項関係）

第５号様式（第８条関係）



第６号様式（第９条「削除」関係） 第６号様式（第９条第1項関係）



別紙１(略)

別紙２

別紙１(略)

別紙２



第７号様式（第９条「削除」関係） 第７号様式（第９条第３項関係）





第８号様式（第10条関係） 第８号様式（第10条関係）



別紙 別紙




